
令和５年度 第４回鴨川市水道事業運営委員会次第

日 時 令和６年２月１日（木） 午後３時

場 所 鴨川市水道課 １階会議室

１ 開 会

２ 市長あいさつ

３ 議 事

（１）鴨川市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について

（２）鴨川市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

（３）令和６年度鴨川市水道事業会計予算

４ その他

５ 閉 会



　　鴨川市水道事業運営委員会委員名簿

任期：2年
期間：自　令和５年４月１日
　　　至　令和７年３月31日

氏 名 職 名 備 考

中 村 康 仁 識 見 を 有 す る 者 会長

梶 惠 子 〃 副会長

田 仲 重 郎 〃

和 泉 良 史 〃

鈴 木 一 男 〃

相 原 一 彦 〃

渥 美 俊 行 〃
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議案第 号 

   鴨川市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 鴨川市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和６年 月 日提出 

                           鴨川市長 長谷川 孝夫   

 

   鴨川市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 鴨川市水道事業給水条例（平成 17 年鴨川市条例第 146 号）の一部を次のように改正す

る。 

 第５条第１項、第 37条第２項ただし書及び第 43条第１号中「厚生労働省令」を「国土

交通省令」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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タイプライターテキスト
水道事業運営委員会
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Administrator
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議案第  号 

鴨川市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案理由 

  令和５年５月 26日に公布された生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律（令和５年法律第 36号）により水道法（昭

和 32年法律第 177号）の一部が改正され令和６年４月１日から施行されることに伴い、鴨川市水道事業給水条例（平成 17年鴨川市条例第 146号）

の一部を改正することについて、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第１号の規定により議決を求める。 

 

２ 内容 

  水道法に基づく事務のうち水質及び衛生に関する事務以外の事務の権限が厚生労働大臣から国土交通大臣に移管されることに伴う条文の整備を

行う。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

鴨川市水道事業給水条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

 （工事の申込み） 

第５条 給水装置を新設、増設、改造、修繕（水道法（昭和 32 年法律第

177号。以下「法」という。）第 16条の２第３項の厚生労働省令で定め

る給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去しようとする者は、あらか

じめ水道事業管理者（以下「管理者」という。）に申し込み、その承認

を受けなければならない。 

２ 略 

 （工事の申込み） 

第５条 給水装置を新設、増設、改造、修繕（水道法（昭和 32 年法律第

177号。以下「法」という。）第 16条の２第３項の国土交通省令で定め

る給水装置の軽微な変更を除く。）又は撤去しようとする者は、あらか

じめ水道事業管理者（以下「管理者」という。）に申し込み、その承認

を受けなければならない。 

２ 略 

Administrator
タイプライターテキスト
水道事業運営委員会
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タイプライターテキスト
議案１説明資料
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テキストボックス



－2－ 

 （給水装置の基準違反に対する措置） 

第 37条 略 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者

の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の

申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただ

し、法第 16 条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変

更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合して

いることを確認したときは、この限りでない。 

 （過料） 

第 43 条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処す

る。 

 (１) 第５条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕（法第

16 条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を

除く。）又は撤去した者 

 (２)～(４) 略 

 （給水装置の基準違反に対する措置） 

第 37条 略 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者

の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の

申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただ

し、法第 16 条の２第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変

更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合して

いることを確認したときは、この限りでない。 

 （過料） 

第 43 条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処す

る。 

 (１) 第５条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕（法第

16 条の２第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を

除く。）又は撤去した者 

 (２)～(４) 略 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第  号 

   鴨川市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 鴨川市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  令和６年  月  日提出 

                           鴨川市長 長谷川 孝夫   

 

   鴨川市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成 17 年鴨川市条例第 144 号）の一部を次の

ように改正する。 

 第７条中「第 243条の２の２第８項」を「第 243条の２の８第８項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第  号 

   鴨川市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案理由 

  令和５年５月８日に公布された地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第 19号）が令和６年４月１日から施行されることに伴い、鴨川

市水道事業の設置等に関する条例（平成 17 年鴨川市条例第 144 号）の一部を改正することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96

条第１項第１号の規定により議決を求める。 

 

２ 内容 

  条文の整備を行う。 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

鴨川市水道事業の設置等に関する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第 34条において準用する地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 243 条の２の２第８項の規定により水道事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当

該賠償責任に係る賠償額が 60万円以上である場合とする。 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第 34条において準用する地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 243 条の２の８第８項の規定により水道事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当

該賠償責任に係る賠償額が 60万円以上である場合とする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 号 

   令和６年度鴨川市水道事業会計予算 

 

１ 提案理由 

  令和６年度鴨川市水道事業会計予算を調製したので、地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号）第 24条第２項の規定により議決を求める。 

 

２ 業務の予定量 

業務名 本年度予定量(A) 前年度予定量(B) 比較(A)-(B) 増減率(%) 

給水戸数 18,700戸 18,600戸 100戸 0.54 

年間総給水量 5,345,000㎥ 5,345,000㎥ 0㎥ － 

１日平均給水量 14,644㎥ 14,644㎥ 0㎥ － 

主要な建設改良事業 

 建設改良事業費 541,984千円 440,609千円 101,375千円 23.01 

 

３ 収益的収入及び支出 

 (１) 収入                                                      （単位 千円） 

科目 本年度予定額(A) 前年度予定額(B) 増減額(A)-(B) 増減率(%) 

第１款 事業収益 1,513,345 1,511,693 1,652 0.11 

 第１項 営業収益 1,257,779 1,252,680 5,099 0.41 

  第１目 給水収益 1,240,800 1,236,400 4,400 0.36 

  第２目 受託工事収益 8,580 8,580 0 － 

  第３目 その他の営業収益 8,399 7,700 699 9.08 

 第２項 営業外収益 255,565 259,012 △3,447 △1.33 

  第１目 給水申込負担金 30,316 30,316 0 － 

Administrator
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  第２目 受取利息及び配当金 180 432 △252 △58.33 

  第３目 雑収益 701 701 0 － 

  第４目 他会計補助金 50,000 50,000 0 － 

  第５目 県補助金 42,960 43,330 △370 △0.85 

  第６目 長期前受金戻入 131,408 134,233 △2,825 △2.10 

 第３項 特別利益 1 1 0 － 

  第１目 固定資産売却益 1 1 0 － 

 (２) 支出                                                      （単位 千円） 

科目 本年度予定額(A) 前年度予定額(B) 増減額(A)-(B) 増減率(%) 

第１款 事業費 1,501,993 1,478,418 23,575 1.59 

 第１項 営業費用 1,434,711 1,401,492 33,219 2.37 

  第１目 原水費 21,606 25,943 △4,337 △16.72 

  第２目 浄水費 563,139 565,637 △2,498 △0.44 

  第３目 配水及び給水費 153,436 162,729 △9,293 △5.71 

  第４目 受託工事費 8,330 8,330 0 － 

  第５目 総係費 151,059 146,380 4,679 3.20 

  第６目 減価償却費 536,639 491,971 44,668 9.08 

  第７目 資産減耗費 500 500 0 － 

  第８目 その他の営業費用 2 2 0 － 

 第２項 営業外費用 57,281 66,925 △9,644 △14.41 

  第１目 支払利息及び企業債取扱諸費 21,930 31,574 △9,644 △30.54 

  第２目 雑支出 351 351 0 － 

  第３目 消費税及び地方消費税 35,000 35,000 0 － 



－3－ 

 第３項 特別損失 1 1 0 － 

  第１目 過年度損益修正損 1 1 0 － 

 第４項 予備費 10,000 10,000 0 － 

  第１目 予備費 10,000 10,000 0 － 

 

４ 資本的収入及び支出 

 (１) 収入                                                      （単位 千円） 

科目 本年度予定額(A) 前年度予定額(B) 増減額(A)-(B) 増減率(%) 

第１款 資本的収入 482,129 341,136 140,993 41.33 

 第１項 企業債 482,128 341,135 140,993 41.33 

  第１目 企業債 482,128 341,135 140,993 41.33 

 第２項 固定資産売却代金 1 1 0 － 

  第１目 固定資産売却代金 1 1 0 － 

 (２) 支出                                                      （単位 千円） 

科目 本年度予定額(A) 前年度予定額(B) 増減額(A)-(B) 増減率(%) 

第１款 資本的支出 884,208 848,666 35,542 4.19 

 第１項 建設改良事業費 541,984 440,609 101,375 23.01 

  第１目 原水設備費 125,360 3,465 121,895 3,517.89 

  第２目 浄水設備費 75,978 184,274 △108,296 △58.77 

  第３目 配水設備費 339,733 251,957 87,776 34.84 

  第４目 営業設備費 913 913 0 － 

 第２項 企業債償還金 332,224 398,057 △65,833 △16.54 

  第１目 企業債償還金 332,224 398,057 △65,833 △16.54 



－4－ 

 第３項 予備費 10,000 10,000 0 － 

  第１目 予備費 10,000 10,000 0 － 

 

 

 

 

 

 

 

 



0６当初（補助金5千万円）

(令和６年度) 収　　入　　支　　出　　予　　算　　書（案）
    鴨川市水道事業会計予算  　          

（３条予算） 本年度 前年度 対前年度 備考 （４条予算） 本年度 前年度 対前年度 備考

収益的収支 予算額 予算額 増減率 資本的収支 予算額 予算額 増減率

千円 千円 ％ 千円 千円 ％

 事業収益 1,513,345 1,511,693 0.1  資本的収入 482,129 341,136 41.3

　営業収益 1,257,779 1,252,680 0.4 　国県補助金 0 0 0.0

　・　給水収益 1,240,800 1,236,400 0.4 　企業債 482,128 341,135 41.3

　・　受託工事収益 8,580 8,580 0.0 受託工事費 　負担金 0 0 0.0

　・　その他の収益 8,399 7,700 9.1 　・　負担金 0 0 0.0

　営業外収益 255,565 259,012 △ 1.3 　出資金 0 0 0.0

（うち長期前受金戻入） 131,408 134,233 △ 2.1 　固定資産売却 1 1 0.0

　特別収益 1 1 0.0

 資本的支出 884,208 848,666 4.2

 事業費 1,501,993 1,478,418 1.6 　建設改良事業費 541,984 440,609 23.0

　営業費用 1,434,711 1,401,492 2.4 　・　原水設備費 125,360 3,465 3,517.9

　・　原水費 21,606 25,943 △ 16.7 （うち工事請負費） 18,260 3,465 427.0

　・　浄水費 563,139 565,637 △ 0.4 　・　浄水設備費 75,978 184,274 △ 58.8

　・　配給水費 153,436 162,729 △ 5.7 （うち工事請負費） 75,978 184,274 △ 58.8

　・　受託工事費 8,330 8,330 0.0 受託工事収益 　・　配水設備費 339,733 251,957 34.8

　・　総係費 151,059 146,380 3.2 （うち工事請負費） 318,297 190,981 66.7

　・　減価償却費 536,639 491,971 9.1 　・　営業設備費 913 913 0.0

　・　資産減耗費 500 500 0.0 　企業債償還金 332,224 398,057 △ 16.5

　・　その他の費用 2 2 0.0 　投資 0 0 0.0 有価証券

　営業外費用 57,281 66,925 △ 14.4 　予備費 10,000 10,000 0.0

　・　支払利息 21,930 31,574 △ 30.5 ・業務予定量 ％

　・　雑支出 351 351 0.0 （１）給水戸数 18,700 18,600 0.5 （戸）

　・　消費税等 35,000 35,000 0.0 （２）年間総給水量 5,345,000 5,345,000 0.0 （㎥）

　特別損失 1 1 0.0 （３）１日平均給水量 14,644 14,644 0.0 （㎥）

　予備費 10,000 10,000 0.0

　②　適用が任意とされていた「みなし償却制度」は廃止

※平成２６年度予算より、新たな地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成しております。主な改定内容は次のとおりです。

　①　借入資本金を負債として計上

　③　計上が任意とされた引当金の計上を義務化



（単位　千円）

区分 金額

1

1 建設改良
事業費

1 原水設備費 負担金 107,100 ① 保台ダム基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 ＜老朽化施設更新工事＞ 107,100 0

工事請負費 18,260 ① 保台浄水場取水ポンプ盤改良工事　　　　　　　　　＜老朽化施設更新工事＞ 9,130 3,465

② 清澄大下り原水ポンプ更新工事　　　　　　　　　　＜老朽化施設更新工事＞ 3,630

③ 原水設備更新工事（全体）　　　　　　　　　　　　＜老朽化施設更新工事＞ 5,500

2 浄水設備費 工事請負費 75,978 ① 横渚浄水場監視制御設備点検整備工事　　　　　　　＜老朽化施設更新事業＞ 4,840 184,274

② 東町浄水場次亜タンク更新工事　　　　　　 　 　　＜老朽化施設更新事業＞ 22,000

③ 保台浄水場PH計更新工事　　　　　　　　　　　　　＜老朽化施設更新事業＞ 5,555

④ 保台浄水場濁度・残留塩素計点検整備工事　 　　 　＜老朽化施設更新事業＞ 1,155

⑤ 保台浄水場薬品注入設備整備工事 　      　 　　　＜老朽化施設更新事業＞ 13,970

⑥ 保台浄水場水位計更新工事 　　　　       　　　　＜老朽化施設更新事業＞ 1,728

⑦ 保台浄水場活性炭注入設備整備工事 　　　　   　　＜老朽化施設更新事業＞ 4,950

⑧ 保台浄水場ろ過池逆洗ポンプ他更新工事（２池分）　＜老朽化施設更新事業＞ 18,700

⑨ 奥谷浄水場薬品注入設備制御盤整備工事　　　　　　＜老朽化施設更新事業＞ 3,080

3 配水設備費 委託料 11,000 設計(測量)等業務委託料 50,721

① 龍ヶ尾水管橋布設替工事設計業務　　　　　　　　　＜設計（測量）業務＞ 6,000

② 配水管布設替工事実施設計業務　　　　　　　　　　＜設計（測量）業務＞ 5,000

本年度予算 前年度予算

資本的支出

（１）

令和06年度
鴨川市水道事業会計予算説明資料

（主要な建設改良事業）
（資本的支出のうち主な工事等の内訳）

款項 目
節

説          明



（単位　千円）

区分 金額
本年度予算 前年度予算

（資本的支出のうち主な工事等の内訳）

款項 目
節

説          明

工事請負費 318,297 配水管布設替工事等 190,981

　　　＜漏水防止対策・耐震強化対策＞

① 南小町・仲地区配水管布設替工事　　　　　　　　　＜管路強化・漏水防止対策＞ 100,000

② 市道西蓮寺下線配水管布設替工事　　　　　　　　　＜管路強化・漏水防止対策＞ 49,500

　　　＜他事業工事に伴う布設替工事 ＞

③ 道路改良等に伴う配水管布設替工事 9,900

舗装本復旧工事

① 平塚地区舗装本復旧工事　　　　　　　　　　　　　＜管路強化・漏水防止対策＞ 5,000

② 東町地区市道中原両芝線外２路線舗装本復旧工事　　＜管路強化・漏水防止対策＞ 3,300

③ 平塚法明地区市道京田上円線舗装本復旧工事　　　　＜管路強化・漏水防止対策＞ 1,650

④ 奈良林地区市道川崎原堀口線舗装本復旧工事　　　　＜管路強化・漏水防止対策＞ 2,800

⑤ 太海地区市道向田木戸脇線舗装本復旧工事　　　　　＜管路強化・漏水防止対策＞ 7,250

⑥ その他舗装本復旧工事　　　　　　　　　　　　　　＜管路強化・漏水防止対策＞ 10,000

配水施設設備更新工事

① 高鶴配水場圧力調整電動弁更新工事   　    　     ＜老朽化施設更新事業＞ 3,971

② 高鶴配水場配管防食工事　　　　　　　       　   ＜老朽化施設更新事業＞ 3,640

③ 高鶴配水場圧力タンク更新工事　　　   　         ＜老朽化施設更新事業＞ 25,300

④ 畑・坂本加圧ポンプ所更新工事　　　   　         ＜老朽化施設更新事業＞ 77,000

⑤ 川代第二加圧ポンプ所加圧ポンプ更新工事 　 　    ＜老朽化施設更新事業＞ 4,840

⑥ 御園増圧ポンプ所電動弁更新工事　　　　 　 　    ＜老朽化施設更新事業＞ 12,100

⑦ 御園増圧ポンプ所盤内制御機器整備工事　 　 　    ＜老朽化施設更新事業＞ 2,046

（３）

（１）

（２）



令和６年度水道事業会計予算（案）

説明資料

平成 30 年度第３回運営委員会資料

令和６年２月１日

鴨 川 市 水 道 課
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議案第３号 令和６年度鴨川市水道事業会計予算

令和６年度当初予算（案）について

鴨川市水道課

１ 水道事業の経営方針

本市水道事業の財政状況は、人口減少や節水機器の普及により水道料金収入が減少傾向に

あります。事業収入の柱である水道料金の伸びを見込むことが困難な状況の中、千葉県市町

村水道総合対策事業補助金や一般会計からの繰入れなどの財源を有効に活用し、施設の維持

管理や修繕・優先度を考慮した改良費用に対応しながら、経営基盤の安定に努力してきたと

ころです。

市長施政方針では、「活力ある産業のまちづくり」として、南房総地域広域化基本構想に基

づき、安房地域の水道事業の統合・広域化に係る協議会を設置し、統合に向け、安房郡市広

域市町村圏事務組合における共同処理事務として、広域化基本計画や施設整備計画の策定な

どを推進しています。また、統合までの間の健全経営と財務基盤強化に向けた取組を進める

とともに、老朽化した水道施設の更新については、有利な財源を活用しながら、着実な整備

に努めていきます。

このような状況の中、予算編成にあたっては、変化する水需要に柔軟に対応できる持続可

能なライフラインの整備を念頭に、安全・良質な水の安定供給のための投資の最適化やサー

ビスの向上を目指しながら、併せて財政基盤の強化に努めるなど、効率的な推進を図るため

の編成に取り組んでいます。

２ 予算編成にあたっての基本的な考え方

水道事業の役割は、市民生活や健康を支える重要な社会基盤でありますので、常に安心・

安全な水を安定的に供給することが求められています。

一方、今後も老朽化した施設の積み残された更新需要を減らす努力をしていかなければ、

令和６年１月１日に発生した能登半島地震のように、この房総半島で同じような震災があっ

た場合、長期にわたる断水となることが容易に想像できます。

過去に借入を行った企業債の償還においては令和４年度がピークとなり、この先企業債の

元金が減少していく見込みではありますが、「鴨川市水道ビジョン・経営戦略（2018 年度～

2027 年度）」、また、一般会計の「令和６年度（2024 年度）当初予算編成方針」による中期的

な展望に基づいて、緊急性や優先度に配慮しながら、計画的な維持管理等の実施を目指すと

ともに、施設の耐震化や有収率の向上を目的とした配水管の更新等、優先すべき事業につい

て長期的な視点で補助対象事業の活用など、施設更新財源の確保と併せて、更新事業実施に

伴う減価償却費用の増大に見合う収益の確保に努めながら整備を進めていく必要があります。

また、令和４年度に設置されました、安房地域末端給水事業統合協議会において、統合に

向けた協議を鋭意実施していますが、その協議の動向を見定めながら、鴨川市域において必

要となる整備や業務の見直しも必要となります。この様に、鴨川市が抱える様々な課題に適

切に対応していくための事業予算を編成していく必要が生じているところですが、損益勘定

では料金収入が年々減少していく中、物価の上昇等による費用の増加に加え、鴨川市の財政
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は非常に厳しい状況であることから、今後、高料金対策事業補助金に頼る事業運営は難しく

なってくるものと考えており、最適な水運用による支出の削減等を模索するとともに、料金

体系の見直しが必要な時期と思慮致すところです。

令和６年度の主な取組

(１) 経営基盤の強化や人材育成（近隣事業体連携交流）

(２) 水道施設の計画的な更新（水道ビジョン・経営戦略など中期的な展望の見直し）

(３) 安房地域末端水道事業体の統合・広域化の推進（統合・広域化の推進）

(４) 危機管理体制の充実（緊急資材類の備蓄、他事業体との連携強化）

(５) 料金体系の見直し（条例変更）

(６) 適切な施設の維持管理体制の構築（持続的なサービスの提供）

(７) 新たに構築したマッピングシステムと、既設料金システム等の連動による、配水分析

や漏水分析の実施（有収率の向上）

(８) 施設台帳整備による、資産管理台帳整理及びバランスシートの内容精査（有形固定資

産の整理及び資本金の見直し）

(９) 各係が実施している業務内容の見直し及びマニュアル化
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令和６年度当初予算（案）説明資料（概要）

１.給水量及び給水収益 （単位：㎥、千円、税抜き）

※令和５年度見込：隔月化に伴い、４月分給水収益が半減している。（概ね 4千万円程度の減収を見込む）

令和６年度予算：大口需要者の使用量が回復傾向にあるため、給水収益が増加すると予測

２.組織体制

令和４年度 水道課職員 16 人

令和５年度 水道課職員 15 人

令和６年度 水道課職員 14 人予定

※人員適正化計画での水道課職員数 16 人

３.予算規模

収益的収入及び支出 （単位：千円、税込み）

資本的収入及び支出 （単位：千円、税込み）

４.借入金等の状況

企業債残高の状況 （単位：千円）

令和６年度 令和５年度
対前年度

増減額 比率

収入 1,513,345 1,511,693 1,652 100.1％

支出 1,501,993 1,478,418 23,575 101.6％

令和６年度 令和５年度
対前年度

増減額 比率

収入 482,129 341,136 140,993 141.3％

支出 884,208 848,666 35,542 104.2％

５年度末残高見込
①

６年度当初予算 ６年度末残高見込

①＋②－③－④
借入額
②

繰上償還額
③

償還額
④

1,907,684 482,128 0 333,224 2,056,588

年度 年間有収水量 給水収益
給水収益
対前年比

備考

令和２年度（決算） 4,088,709 1,095,131 97.2％

令和３年度（決算） 4,086,113 1,102,319 102.3％

令和４年度（決算） 4,105,088 1,108,642 100.6％

令和５年度（見込） 4,086,000 1,075,000 97.0％ 推計値

令和６年度（予算） 4,148,000 1,128,000 104.9％ 当初予算

‐３—



令和６年度鴨川市水道事業予算（案）の状況

○収益的収支 （単位：千円、税抜き）

※ 上記は、収益的収支に係る当初予算案に基づき税抜きの額及び損益計算をしたものである。

○資本的収支 （単位：千円、税込み）

給水収益 水道料金収入

他会計補助金
千葉県市町村水道総合対

策事業一般会計補助金等

県補助金
千葉県市町村水道総合対

策補助金

長期前受金戻入

みなし償却※廃止により

減価償却される額を収益

化するもの

その他
受託工事収益、受取利息、

雑収益等

職員給与費
給料、手当等、法定福利

費、報酬

経費
修繕費、動力費、薬品費等

の経費

受水費 用水供給事業からの受水

減価償却費 減価償却費、資産減耗費

支払利息 企業債利息

純損失 （収入－支出）

企業債
更新工事等、建設改良事

業の財源となる借入金

出資金

水源開発事業の償還金に

係る繰出金、合併特例債

に係る一般会計出資金

負担金
水道管移設工事に係る負

担金等

建設改良事業費
施設の建設改良に要する

経費

企業債償還金 企業債の支払元金

予備費 予備費

資本的収支不足額

（収入－支出）

不足額は減価償却費等の

内部留保資金で補てんす

る

・純損失は 3,928 千円となる見込みである。

‐４—



建設改良事業

（単位：円）

建設改良事業費 541,983,482

原水設備費 125,360,000
負担金 107,100,000
基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 107,100,000

工事請負費 18,260,000
保台浄水場取水ポンプ盤改良工事 9,130,000
清澄大下り原水ポンプ更新工事 3,630,000
原水設備更新工事（全体） 5,500,000

浄水設備費 75,978,000
工事請負費 75,978,000
横渚浄水場監視制御設備点検整備工事 4,840,000
東町浄水場次亜タンク更新工事 22,000,000
保台浄水場 pH計更新工事 5,555,000
保台浄水場濁度・残留塩素計点検整備工事 1,155,000
保台浄水場薬品注入設備工事 13,970,000
保台浄水場水位計更新工事 1,728,000
保台浄水場活性炭注入設備整備工事 4,950,000
保台浄水場ろ過池逆洗ポンプ他更新工事（２池分） 18,700,000
奥谷浄水場薬品注入設備制御盤整備工事 3,080,000

配水設備費 339,732,482
委託料 11,000,000
龍ヶ尾水管橋布設替工事設計業務 6,000,000
配水管布設替工事設計業務 5,000,000

工事請負費 318,296,900
南小町・仲地区配水管布設替工事 100,000,000
市道西蓮寺下線配水管布設替工事 49,500,000
道路改良等に伴う配水管布設替工事 9,900,000
平塚地区舗装本復旧工事 5,000,000
東町地区市道中原両芝線外２路線舗装本復旧工事 3,300,000
平塚法明地区市道京田上円線舗装本復旧工事 1,650,000
奈良林地区市道川崎原堀口線舗装本復旧工事 2,800,000
太海地区市道向田木戸脇線舗装本復旧工事 7,250,000
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その他舗装本復旧工事 10,000,000
御園増圧ポンプ所電動弁更新工事 12,100,000
高鶴配水場圧力調整弁更新工事 3,971,000
高鶴配水場配管防食工事 3,639,900
高鶴配水場圧力タンク更新工事 25,300,000
畑・坂本加圧ポンプ所更新工事 77,000,000
川代第２ポンプ所加圧ポンプ更新工事 4,840,000
御園増圧ポンプ所盤内制御機器整備工事 2,046,000

その他職員給与費等 10,435,582
その他職員給与費等 10,435,582

その他営業設備費等計上額 913,000
量水器購入費 913,000
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報告資料

安房地域水道事業統合協議会（事務局：安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業統

合推進室）では、令和７年４月の水道事業統合に向けて協議を進めていたところです

が、令和６年 1月 31 日に開催された「令和５年度第２回安房地域水道事業統合協議

会」において統合時期を１年延期する決定をいたしましたので、その旨報告いたしま

す。

１ 理由について

令和６年１月 19 日に開催された「九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業

体と県営水道の統合協議会」（事務局：千葉県総合企画部水政課）において、水道用水

供給事業体の統合時期を令和７年４月から令和８年４月を目途に見直すことが決定

しました。

安房地域の水道事業体では、南房総広域水道企業団からの受水と県からの補助金に

より水道事業を維持しています。このため、水道用水供給料金を含めた水道用水供給

事業体の統合協議が進まない状況では、安房地域の財政収支見込み等を検討できず、

令和７年４月の統合に間に合わせる形での「統合基本計画（案）」の策定などが困難と

なりました。

２ 今後について

水道用水供給事業体の統合協議と併せて、下表のとおりスケジュールを見直します。

【今後の協議予定等について】

安房地域における水道事業の統合に係るスケジュールの見直しについて

令和６年８月頃まで
統合後の水道用水供給事業体の財政収支計画や水道用水供給料金

体系に係る協議と並行して、安房地域の財政収支見込み等を検討

令和６年 12 月 各市町議会に報告後、統合基本計画（案）の策定

令和７年１月まで 上記パブリックコメントの実施

令和７年３月 各市町会議に報告後、統合基本計画の策定及び統合基本協定の締結

令和８年１月 安房広域に水道部を新設

令和８年３月 現在の各水道事業を廃止

令和８年４月以降 安房地域の水道事業を統合



【参考１】用供統合協議のスケジュール（第４回用供統合協議会資料）

（※）その他の項目については統合までに報告するものとし、方法・時期については今後、整理する。

統合基本計画
事務事業のうち重要項目に係る

調整方針

〇令和６年３月頃

（第５回統合協議会）

・財政収支計画のうち

料金体系案 ①

〇令和６年６月頃

（第６回統合協議会）

・財政収支計画のうち

料金体系案 ②

〇令和６年８月頃

（第７回統合協議会）

・統合基本計画素案（本文）

（施設整備計画、財政収支計画を含む）

・統合基本協定素案

〇令和６年 12 月頃

（第８回統合協議会）

・統合基本計画案（本文）

・統合基本協定案

※第７回統合協議会の結果を踏ま

え協議

－

統合協議会において重要項

目を別途決定した後、その

内容をご協議いただく時期

については、部会等の進捗

状況を踏まえ決定させてい

ただきます。

重要項目については統合基

本協定締結前にはすべて決

定することとします。（※）


